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富士山の防災対策の検討

富士山ハザードマップ検討委員会（平成13～16）

富士山の火山防災マップ作成、火山防災対策の検討

富士山火山広域防災検討会
富士山火山共生ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ（平成16～17）

広域防災対策の検討の必要
国･県･市町村の役割を明確にした上で対策の具体化
観光資源に配慮した防災対策

富士山火山広域防災対策基本方針（平成18，中央防災会議）

火山噴火予知連絡会富士山ワーキンググループ（平成13～15）

噴火シナリオ、観測体制の検討

科学技術振興調整費「富士火山の活動の総合的研究と情報の高度化」（平成13～15）

低周波地震、噴火履歴の研究、観測体制強化、情報の高度化
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富士山火山広域防災対策基本方針

平成18年2月17日中央防災会議決定 3



火山情報に応じた避難体制
① ⊆臨時火山情報避難範囲（第1次ゾーン）

火口出現可能性範囲
② ⊆緊急火山情報避難範囲（第2次ゾーン）

噴石、火砕流、溶岩流（3時間以内）の影響範囲
積雪期は融雪型火山泥流到達範囲も含む

③ ⊆災害時要援護者避難範囲（第3次ゾーン）
溶岩流が24時間以内に到達する範囲
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臨時火山情報
（注意喚起）

臨時火山情報
（噴火可能性）

緊急火山情報

◎： 避難
○： 活動自粛
△： 避難準備

4平成18年2月以上に加え、大量の火山灰等に対する屋内退避等の対応が必要。



噴火警戒レベルの導入

平成19年12月 5
住民等の主な行動と登山者・入山者への対応には、代表的なものを記載。



富士山の噴火警戒レベル

宝永噴火（1707）を想定した場合

・噴火の1～2ヶ月前
地震活動（M2級）が次第に活発化

・噴火の十数日前以降
地震活動（M3級）が活発化

レベル１→３

・噴火の数日前
地震活動がさらに活発化
明瞭な地殻変動出現

レベル３→４

・噴火の前日
地震の急増、地殻変動加速

レベル４→５

平成19年12月 6



富士山の火山観測体制
観測項目

地震計（地震観測）
火山性地震や微動を捉える

傾斜計
GPS （地殻変動観測）
ひずみ計
マグマの蓄積移動を捉える

全磁力計
地下の熱を捉える

空振計
噴火に伴う音波を捉える

遠望カメラ
噴煙などを捉える

観測している機関

気象庁
防災科学技術研究所
東京大学地震研究所
国土地理院
山梨県環境科学研究所
神奈川県温泉地学研究所

平成24年3月現在
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